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１ 目的 

  尼崎市立小中学校および特別支援学校において、これまで学校ごとに異なっていた保

護者からの欠席遅刻等連絡や保護者へのお知らせ等配信などの手段をデジタル技術によ

り統一・集約するため、学校保護者連絡システムの提供を受けることとし、今回、当該利

用契約に係る事業者選定を行う。 

 

２ 概要 

⑴ 件名 

   学校保護者連絡システム活用事業賃貸借契約 

⑵ 内容 

   別紙１「学校保護者連絡システム活用事業賃貸借契約仕様書」（以下、「仕様書」とい

う。）のとおり 

⑶ 契約期間 

   令和８年９月１日から令和９年３月３１日まで 

   なお、令和９年４月以降、本調達に係る契約候補者と単年度契約を２年間続けて締結

する予定である。ただし、令和９年度以降、本契約に係る予算について、減額又は削除

があった場合については、本契約の契約額を減額する又は本契約を締結しないことと

する。 

⑷ 提案上限額 

１４，１４５千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

なお、システム導入経費等を含めた令和８年９月から令和１１年３月までの３１カ

月におけるサービス利用料の総額を対象とする。ただし、令和８年度における経費の上

限額は３，１９４千円とし、この上限額を超える提案は無効とする。 

 

３ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる参加要件を全て満たす者とする。 

⑴ 尼崎市契約規則第４条に定める競争入札参加有資格者名簿に登載されている者 

⑵ 仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有する者及び

本市の指示に柔軟に対応できる者 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

⑷ 本市から指名停止措置（入札参加停止措置）を受けていない者 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申し立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申し立てがなされて

いる等、経営状態が著しく不健全である者でないこと 

⑹ 暴力団（尼崎市暴力団排除条例（平成２５年条例第１３号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。）又は暴力団員（同条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。）若し

くは暴力団密接関係者（同条例第２条第４号に規定する暴力団密接関係者をいう。）に
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該当しない者 

⑺ ISMS 認証またはプライバシーマーク付与認定を取得している者 

 

４ 応募者の失格 

応募者が次の事項に該当すると本市が判断した場合は失格とする。ただし、本市がやむ

を得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 

⑴ 本要項を遵守しない場合 

⑵ 提出書類に虚偽の記載をした場合 

⑶ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑷ 参加資格を欠いていることが判明した場合 

⑸ その他失格要件に相当すると本市が認める場合 

 

５ スケジュール 

募集要項の公表 令和８年６月８日（月） 

質問の受付期間 令和８年６月８日（月）～１２日（金）午後５時 

参加申込書等の提出期限 令和８年６月１２日（金）午後５時 

参加資格確認結果通知お

よび質問への回答 

令和８年６月１７日（水） 

企画提案書等の提出期限 令和８年６月２３日（火）午後５時 

プレゼンテーション 企画提案書等の提出者に対して別途通知する。 

選定結果通知 

 

６ 参加申込 

⑴ 提出書類 

  ア 参加申込書（様式１号） 

  イ 会社概要・応募資格確認書（様式２号） 

  ウ サービス提供実績書（様式３号） 

⑵ 提出期限   

令和８年６月１２日（金）午後５時 

 ⑶ 提出方法 

尼崎市教育委員会事務局教育情報システム課まで電子メールにより送付するものと

する。（上記期限までに必着のこと） 

 ⑷ 参加資格確認結果 

   令和８年６月１７日（水）に電子メールにより通知する。 

 

７ 募集要項及び仕様書等に係る質問の受付等 

⑴ 質問の受付期限 
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令和８年６月１２日（金）午後５時まで 

⑵ 質問方法 

尼崎市教育委員会事務局教育情報システム課まで、質問書（様式４号）を電子メール

により送付すること。また、質問書を送付した場合、速やかに電話にて到達確認を行

うこと。 

⑶ 回答 

    質問に対する回答は、取りまとめて電子メールにて送付する。 

 ⑷ 回答予定日 

   令和８年６月１７日（水） 

 

８ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類 

  次に掲げる資料について、PDF データを CD-R 等に格納したもの及び紙面に印刷した

もの１２部を提出すること。 

 ア 企画提案書（任意様式） 

 イ 企画提案書チェックシート（様式５号） 

 ウ 業務実施・サポート体制（様式６号） 

  エ 管理者・担当者の業務経歴・実績等（様式７号） 

  オ 見積書（様式任意） 

※提案金額には消費税及び地方消費税相当額を含めること。２⑷に記載の提案上

限額を超えた場合は失格とする。 

 カ 提案する学校保護者連絡システムの概要（様式任意）※パンフレット等で代用可 

  キ 市内在住者の雇用提案（様式８号） 

⑵ 提出期限   

令和８年６月２３日（火）午後５時まで 

 ⑶ 提出方法 

   尼崎市教育委員会事務局教育情報システム課まで持参または郵送するものとする。

（郵送の場合は上記期限までに必着のこと。また、到着の確認を行うこと。） 

 ⑷ 企画提案書作成上の留意点 

  ア 形式はＡ４縦またはＡ４横・片面印刷・ホチキス留め（ファイル綴じ不可）とし、

ページ数は３０ページ以内（表紙・目次を除く）とする。 

  イ 様式５「企画提案書チェックシート」に示す項目に沿った企画提案書を作成するこ

と。 

  ウ 言語は日本語とし、平易な解説を心掛けること。 

  エ 仕様書に定めのない事項や疑義については、質問書による確認を行った上で企画

提案書を作成すること。 

 ⑸ 地域経済活性化に係る加点 
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地域経済活性化の観点から、市内事業者又は準市内事業者であれば一定の加点（市内

事業者１０％、準市内事業者５％）を行う。また、事業実施に際して新たに市内在住者

の雇用を行う提案に対しても一定の加点（５％）を行うので、市内在住者の雇用提案（様

式８）に記載すること。 

 

９ 審査方法 

企画提案書等、プレゼンテーション及び学校保護者連絡システムのデモンストレーシ

ョンの評価を提案点、提案価格の評価を価格点として採点する。 

提案点及び価格点の合計に、本要項８⑸で定める地域経済活性化に係る加点を加えた

点数を総合評価点とし、総合評価点が最も高い者を契約候補者として選定する。ただし、

提案点について、獲得点が満点の６０％に満たない場合は失格とし、契約候補者としない

こととする。また、総合評価点が同点の場合は、提案点が高い者を優先する。 

 ⑴ 点数配分 

   提案点：価格点＝９：１とする。 

 ⑵ 企画提案書の評価方法 

   様式５「企画提案書チェックシート」の評価項目に基づき評価し、各評価項目の合計

点を企画提案書の評価点とする。 

 ⑶ プレゼンテーションについて 

  ア 実施方法 

   提案者は、プレゼンテーションにおいて自らの提案内容の説明を行った後、学校保

護者連絡システムのデモンストレーションを行う。実施方法の詳細は、別途通知する。 

イ 参加人数 

   ８人以内とする。ただし、提案内容の説明は、実際に業務を担当する予定の者が行

うこと。 

ウ 実施日・場所 

   別途通知する。 

エ 注意事項 

  (ｱ) プレゼンテーション及び学校保護者連絡システムのデモンストレーションに

必要な機材は提案者が用意すること。ただし、本市所有の液晶モニターと HDMI ケ

ーブルを使用することができる。 

  (ｲ) プレゼンテーションでの提案内容や質疑に対する回答内容は、企画提案書に記

載された内容と同等とみなす。 

 ⑷ 最終審査結果 

   本要項５に定めるスケジュールに基づき、電子メールにより通知する。 

 

10 選定結果の公表 

  契約候補者として選定した者の事業者名及び評価点は公表する。 
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11 契約の締結 

⑴ 選定後、契約候補者は、本市と契約に必要な事項を協議した後、本市が作成した契約

書によって契約を締結する。 

⑵ 次に掲げる事態が生じたときは、契約候補者の選定において定めた順位の高かった

者の順に協議を行い、契約相手方を決定する。 

ア 契約候補者が契約の締結を辞退したとき 

イ 契約締結時までに契約候補者が参加資格を欠くことが判明したとき 

ウ 契約締結時までに契約候補者が失格要件に該当していることが判明したとき 

エ 契約に向けて必要な協議が不調に終わったとき 

オ その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合 

⑶ 契約保証金等、契約にあたっては尼崎市契約規則に基づくこととする。 

⑷ 契約にあたっては、改めて見積書の提出を依頼する。契約候補者は提案している見積

金額を基に提出するものとする。  

 

12 その他 

⑴ 辞退する場合は、辞退届（様式９号）を速やかに提出すること。 

⑵ 提出された書類は、一切返却しない。 

⑶ 提出された書類について、選定された事業者のものは事業者名をはじめ公開の対象

となる。選定されなかった事業者のものは原則非公開とする。ただし、尼崎市情報公開

条例その他法令に規定がある場合は、当該規定が優先される。 

⑷ このプロポーザルに要した事業者の費用負担に対して、本市は一切補償しない。 

 

13 連絡先及び提出先 

〒661-0974 

 尼崎市若王寺 2 丁目 18 番 3 号 

 ひと咲きタワー2階 

尼崎市教育委員会事務局教育情報システム課（担当：後藤） 

ＴＥＬ：06-6480-5178 

Ｅメール：ama-ed-ict@city.amagasaki.hyogo.jp 

mailto:ama-ed-ict@city.amagasaki.hyogo.jp
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学校保護者連絡システム活用事業賃貸借契約仕様書 

 

１ 契約の目的 

  本契約は、尼崎市立小中学校および特別支援学校において、これまで学校ごとに異なっ

ていた保護者からの欠席遅刻等連絡や保護者へのお知らせ等配信などの手段をデジタル技

術により統一・集約することにより、保護者の利便性向上、教職員の事務負担軽減を図る

ことを目的とする。 

 

２ 履行期間 

  令和８年９月１日から令和９年３月３１日まで（ただし、導入準備期間は別途協議） 

 

３ 対象校・拠点 

  小学校４１校、中学校１８校、特別支援学校１校、教育委員会事務局１拠点 

 

４ 児童生徒数 

  約２万 9000 人 

 

５ 必須機能 

  本契約において受注者が提供する学校保護者連絡システム（以下「本システム」とい

う。）は、次に掲げる機能を備えたクラウドサービス（SaaS）であること。 

 ⑴ システム全般 

  ア 個人専用のユーザ ID（識別番号等のログイン手段）およびパスワード等による認

証機能を有し、保護者が利用できること。 

  イ ユーザ登録について、学校からの案内等に基づき、保護者自身がインターネットか

らのフォーム入力や専用アプリ等を通じて行える仕組みがあること。 

  ウ ユーザ ID の確認やパスワードの再発行（初期化）について、保護者自身がインタ

ーネット等から行える仕組みがあること。（ただし、学校側から初期配布される ID

等を利用し、原則パスワードの再発行が発生しない仕組みを有している場合はこの限

りでない。） 

  エ 児童生徒一人につき、複数人の利用者を登録できること。 

  オ 学校管理者や教職員が、自分の学校の登録者情報を一覧で確認することができるこ

と。 

  カ 児童生徒の進級にあわせて自分の学校の登録者情報を一括して更新できること。

（受注者による作業により実現する方式も可とする。） 

 ⑵ 欠席遅刻等連絡 

  ア 保護者が欠席・遅刻・早退等の連絡をスマートフォンアプリおよび Web ブラウザか

らできること。 

  イ 欠席・遅刻・早退等の連絡が行われた場合、保護者のスマートフォンアプリやメー

ルアドレスに当該通知ができること。 

  ウ 欠席・遅刻・早退等の連絡を受け付けない時間帯を設定することができ、当該時間

帯はスマートフォンアプリおよび Web ブラウザ上に受付時間外である旨の案内を行

う表示ができること。 

別紙１ 
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  エ 欠席・遅刻・早退等の連絡に際して、あらかじめ学校側が設定した「理由」が選択

できるとともに、自由記述ができること。（ただし、校務支援システムと連携して

運用する場合、設定項目の仕様は連携先システムに準拠または紐づけするものとす

る。） 

  オ 欠席・遅刻・早退等の連絡一覧を、学校ごとに、学年、学級等で絞り込みをして表

示でき、Excelまたは CSV 形式での出力ができること。 

  カ 保護者からの口頭による欠席・遅刻・早退等の連絡を管理画面から手動で登録・編

集することができること。 

 ⑶ お知らせ等配信 

  ア 各学校から、学校、学年、学級、任意のグループ、個人ごとのメッセージ配信がで

きること。 

  イ 各学校で任意のグループが作成でき、当該グループごとのメッセージ配信ができる

こと。 

  ウ 日時を指定してメッセージ配信の予約ができること。 

  エ メッセージ配信に対する既読の確認ができること。 

  オ メッセージ配信時に画像・PDF等の添付ファイルを送信できること。 

  カ 教育委員会から全保護者一斉および学校、学年ごとのメッセージ配信ができるこ

と。 

  キ 保護者が教育委員会からのメッセージ配信と学校からのメッセージ配信を区別して

認識できること。 

 ⑷ アンケート機能 

  ア 各学校で選択方式・自由記述方式を組み合わせたアンケートを作成し、学校、学

年、学級、任意のグループごとに配信できること。 

  イ アンケートの回答結果の自動でのグラフ化や一覧化および Excelまたは CSV 形式で

の出力ができること。 

  ウ アンケートの回答期限が設定でき、簡易な操作で未回答者への回答催促（メッセー

ジ再送等）ができること。 

  

６ 付加提案機能（任意） 

  本システムに次に掲げる機能が備わっていることが望ましい。 

 ⑴ 掲示板機能 

プッシュ型のメッセージ配信とは別に、ストック型の掲示板機能を有し、掲示板の投

稿に画像・PDF等のファイルを添付できること。 

⑵ システム連携 

現在尼崎市において利用している校務支援システム「スズキ校務」との名簿・出欠情

報連携ができること。 

 ⑶ 家庭調査票・保健調査票のオンライン提出機能 

   家庭調査票・保健調査票のオンライン提出機能を有していること。 

⑷ 多言語対応 

保護者が利用するアプリケーションは、日本語以外の言語に自動翻訳された画面が表

示できること。 

 ⑸ 日程調整機能 
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   保護者の希望日を収集し、個別面談等の日程の簡易な調整ができる日程調整機能を有

していること。 

 ⑹ スクールバス利用管理機能 

   学校側においてスクールバスの乗車名簿の管理や、保護者からの利用変更連絡（欠

席・遅刻等）を確認できる機能を有していること。 

 

７ セキュリティ要件 

 ⑴ ISO27001などの認証を取得済みの安全なクラウド環境を利用すること。 

 ⑵ データセンターは国内に所在し、クラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切

の紛争は日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。 

 ⑶ 本契約の履行にあたっては、別紙２「個人情報・データ取扱特記事項」および別紙３

「クラウドサービスのセキュリティ対策」を遵守すること。 

 

８ 運用・保守要件 

 ⑴ 児童数２万人以上、または学校数 50 校以上の地方公共団体において、過去５年以内

に導入・運用された実績を有していること。 

 ⑵ 教育委員会および学校からのシステム運用・操作に関する問合せを受けるヘルプデス

クを有していること。 

 ⑶ 保護者が直接問合せ可能なサポート窓口を有していること。 

 ⑷ 障害等のトラブルが発生した場合は原則として１時間以内に対応を開始するととも

に、本市へ迅速に連絡を行う体制を有していること。 

 

９ 導入支援 

 ⑴ IDおよびパスワード設定などの初期設定に関する支援を学校単位で実施すること。 

 ⑵ 教職員向けのシステム利用研修を実施すること。 

 ⑶ 教職員向けおよび保護者向けの操作マニュアルを提供すること。（ただし、保護者向

け FAQ サイトや問い合わせ窓口等が整備されている場合は、保護者向けマニュアルの提

供に代えることができる。） 

⑷ システム利用開始についての保護者向け案内書類を提供すること。 

 

10 スーパーアプリへの対応（任意） 

  本市が将来導入を検討しているスーパーアプリへの対応を考慮し、次に掲げる要件を

満たすことが望ましい。 

 ⑴ 他社システムと API により連携できる環境が整っていること 

 ⑵ 利用者はアプリをインストールすることなく、ブラウザで全機能が利用できること 

 ⑶ iOS 向けに Universal Links に対応していること 

⑷ Andoroid 向けに App Links に対応していること 

⑸ 未インストール時にストアへ遷移させるフォールバック用 Web ページを用意してい

ること 

以 上 
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「個人情報・データ取扱特記事項」 

 

（総則） 

第１条 受託者は、個人情報及びデータの保護の重要性を認識し、この契約によ

る業務（契約書、約款及び仕様書等（仕様書、協議書、図面、見本等をいう。以

下同じ。）基づく業務を含む。以下「委託業務」という。）を実施するに当たっ

ては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報及びデ

ータを適切に取り扱わなければならない。 

（定義） 

第２条 この特記事項において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に

規定する個人情報及び死者に関する情報（死者に関する情報であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者を識別すること

ができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。）をいう。）をいう。 

２ この特記事項において、「情報システム」とは、尼崎市情報セキュリティ対策

基準第１章２（３）に規定する情報システムを、「データ」とは、同章２（６）

に規定するデータをいう｡ 

（取得の制限） 

第３条 受託者は、委託業務を行うために個人情報を取得するときは、委託業務

の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなけ

ればならない。 

（安全管理措置に係る義務） 

第４条 受託者は、個人情報保護法第６６条第２項の規定に鑑み、委託業務に関

して知り得た個人情報又は当該業務に関するデータ（以下「本件個人情報等」

という。）について、その漏えい、滅失、き損、改ざん及び委託者が認める場所

外への無断持出し（以下「情報漏えい等」という。）の防止その他個人情報又は

データの安全管理のために必要かつ適切な措置（以下「安全管理措置」という。）

を講じなければならない。 

２ 受託者は委託業務を行うに際し、当該委託業務に従事する従業員及び当該委

託業務の作業場所を特定しなければならない。 

３ 受託者は委託業務を行うに際し、本件個人情報等を日本国外に持ち出しては

ならない。 

４ 受託者は、本件個人情報等について安全管理措置を講じるにあたっては、「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」及び「個

人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」に

定める安全管理措置に関する事項を遵守しなければならない。 

（秘密の保持） 

別紙２  
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第５条 受託者は、個人情報その他委託業務の履行に際して知りえた秘密を他に

漏らしてはならない。この契約期間満了後及びこの契約の解除後においても、

同様とする。 

（利用又は提供の禁止） 

第６条 受託者は、委託者の許可がある場合を除き、本件個人情報等を、この契

約の履行目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第７条 受託者は、委託者の許可がある場合を除き、本件個人情報等を複写し、

又は複製してはならない。 

（事故等発生時における報告義務等） 

第８条 受託者は、委託業務に関する第４条第１項の規定に基づく安全管理措置

を講じていないこと、本件個人情報等に係る情報漏えい等の事故が発生したこ

と又は当該事故が発生するおそれがあること（以下「事故等」という。）を知っ

たときは、速やかに、委託者にその旨を通知し、委託者の指示を受けるととも

に、遅延なく、事故等の状況を書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 委託者は、事故等があった場合において必要があると認めるときは、受託者

の名称、事故等の内容その他必要と認める事項について公表することができる。 

（従事者への指導等） 

第９条 受託者は、委託業務に従事している者及び従事していた者（派遣労働者、

契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下同じ。）に対し、本件個人情

報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用させないために必

要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は、委託業務に従事している者に対して、本件個人情報等の保護に関

し必要な事項を周知し、又は教育をしなければならない。 

３ 受託者は、委託者から前項の規定による周知又は教育の実施状況の報告を求

められた場合には、当該実施状況等を書面により委託者に報告しなければなら

ない。 

４ 受託者は、委託者が必要と認めるときは、委託業務に従事している者を個人

情報又はデータの取扱いに関する研修（委託者が実施するものその他の委託者

が指定するものに限る。）に参加させなければならない。 

５ 受託者は、委託者に対して、委託業務に従事している者及び従事していた者

の全ての行為及びその結果について、責任を負うものとする。 

（個人情報等の受領） 

第１０条 受託者は、委託業務の履行上、委託者から本件個人情報等の提供があ

る場合は、様式第１号「個人情報及びデータ等受領証兼複製申請書」を委託者

に提出しなければならない。 

（データ等の持出し） 

第１１条 受託者は、委託業務の履行上、やむを得ずこの契約による業務に関す
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るデータを委託者の管理する情報システムの外部に持ち出す場合は、様式第２

号「データ等借用申請書」を提出し、委託者の許可を受けなければならない。 

２ 前項に規定する場合は、そのデータを持ち出す際に、暗号化等の措置を行う

とともに、様式第３号「情報持出管理簿」に記録し、この契約の終了の際及び委

託者の求めに応じて、これを委託者に提出しなければならない。 

（データ等の持込み） 

第１２条 受託者は、委託業務の履行上、外部から委託者の管理する情報システ

ムにデータ等を持ち込み、作業を行う場合は、様式第４号「データ持込申請書」

を提出し、委託者の許可を受けなければならない。 

２ 前項に規定する場合には、最新のパターンファイルが適用されたウイルス対

策ソフト等によりデータ等にコンピュータウイルス等の不正プログラムが書き

込まれていないことを確認したうえで、様式第５号「ウイルス検査済証明書」

を提出しなければならない。約款第９条の２第１項の規定により成果物として

データを委託者に引き渡す場合その他委託業務に関して受託者がデータを委託

者に引き渡す場合も、同様とする。 

（個人情報等の返還等） 

第１３条 受託者は、委託業務に関して委託者から提供を受け、又は自らが取得

し、若しくは作成した本件個人情報等は、この契約終了後、直ちに委託者に返

還し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、

この限りでない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により委託者にデータを返還し、又は引き

渡す場合について、準用する。 

（廃棄等） 

第１４条 受託者は、委託者の許可がある場合を除き、委託業務に関するデータ

を保有する必要がなくなったときは、これを確実かつ速やかに消去しなければ

ならない。この場合において、受託者は、データを消去した日から１４日以内

に、様式第６号「データ消去証明書」を委託者に提出しなければならない。 

２ 受託者は、委託業務の履行上、委託者から記録媒体等の廃棄指示があった場

合は、これを確実に物理的に破壊し、又は全ての記録を復元不可能な状態に消

去した後に廃棄し、その破壊し、又は廃棄した日から１４日以内に、様式第７

号「廃棄証明書」を委託者に提出しなければならない。 

（第三者に再委託する場合の措置） 

第１５条 受託者は、約款第６条第２項の規定により委託者の承認を得て委託業

務の一部を第三者に再委託を行おうとする場合において、その再委託を行う業

務内容に本件個人情報等の取扱いが含まれるときは、当該第三者においてその

再委託に係る業務に関する本件個人情報等の取扱いに係る安全管理措置が講じ

られることを、その再委託契約の締結前に確認し、書面によりその内容を委託

者に報告しなければならない。 
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２ 受託者から再委託を受けた業務に関してさらに第三者に再委託（それ以降の

再委託も含む。以下「再々委託等」という。）が行われる場合において、その再々

委託等を行う業務内容に本件個人情報等の取扱いが含まれるときは、受託者は、

当該再々委託等を行う者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。 

⑴ 再々委託等を行うことについて、受託者を通じて約款第６条第２項の規定

による委託者の承認を得ること。 

⑵ 再々委託等の契約の締結前に、当該再々委託等を受ける者において当該

再々委託等に係る業務に関する本件個人情報等の取扱いに係る安全管理措

置が講じられることを確認し、書面によりその内容を委託者に報告すること。 

第１６条 再委託又は再々委託等が行われる場合は、受託者は、再委託又は再々

委託を行う者に対し、この特記事項と同等以上の再委託先又は再々委託先遵守

義務を定める規定をその再委託又は再々委託等に係る契約に規定させなければ

ならない。 

２ 受託者は、再委託先及び再々委託先に対し、この特記事項に定める受託者の

義務（その性質上受託者のみが負うべきものを除く。）を遵守させなければなら

ない。 

３ 受託者は、委託者に対して、再委託先及び再々委託先の全ての行為及びその

結果について、責任を負うものとする。 

（書類の提出） 

第１７条 受託者は、契約締結時に、委託者が委託業務に関して定める事項を記

載した様式第８号「誓約書」を委託者に提出しなければならない。 

２ 受託者は、委託業務に従事する者に対し、委託業務に従事させる前に、氏名、

従事を開始する日、従事を終了する日その他委託者が委託業務に関して定める

事項を記載した様式第９号「確認書」を提出させ、その確認書の写しを委託者

に提出しなければならない。 

（調査等） 

第１８条 委託者は、必要があると認めるときは、本件個人情報等の取扱いにつ

いて、調査を行い、又は受託者に報告を求めることができる。 

２ 受託者は、前項の調査に協力し、及び同項の報告の求めに応じなければなら

ない。 

（監査等） 

第１９条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務に関して必要なセキ

ュリティ対策が確保されていることその他本件個人情報等の適正な取扱いにつ

いて、監査し、又は受託者に改善を求めることができる。 

２ 受託者は、前項の監査に協力し、及び前項の改善の求めがあった場合は適切

な措置を講じなければならない。 

（定期報告） 

第２０条 受託者は、本件個人情報等の取扱いの状況（再委託先及び再々委託先
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における状況を含む。）について、原則として、年１回以上、定期的に報告しな

ければならない。ただし、契約期間が１年に満たない場合は、この限りでない。 

（委託者の指示、法令等の遵守） 

第２１条 受託者は、この特記事項に定める義務を履行するに当たり、仕様書等

においてその履行の方法等について委託者の指示があるときは、これに従わな

ければならない。ただし、委託者が別に承認したときは、この限りでない。 

２ 前各条及び前項に定めるもののほか、受託者は、個人情報保護法、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）、尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年尼崎市

条例第９号）、尼崎市情報セキュリティ対策基準その他の個人情報の保護及び情

報セキュリティに関する関係法令（尼崎市の条例等を含む。）及び仕様書等の定

めを遵守しなければならない。 

（契約解除等） 

第２２条 委託者は、受託者がこの特記事項に違反したときは、約款第１１条第

１項第４号に該当するものとして、同項の規定に基づき、委託業務の全部又は

一部を解除することができる。 

２ 委託者は、前項に規定する場合において、約款第１１条第１項の規定により

この契約を解除したときは、これにより受託者に損失が生じた場合においても、

これを一切補償しないものとする。 

３ 事故等が個人情報保護法第６８条第１項に規定する場合に該当するときは、

同条第２項の規定による本人への通知に要する費用その他事故等により委託者

に必要となった事務に要した費用（第三者への損害賠償を含む。）については、

約款第２２条第１項の規定により、委託者に対して賠償しなければならない。 

４ 前項に規定するもののほか、受託者は、この特記事項に違反したことにより

委託者に損害を与えた場合は、約款第２２条第１項の規定により、委託者に対

してその損害を賠償しなければならない。 

５ 事故等の発生により第三者に損害を与えた場合は、受託者は、約款第２３条

第１項の規定により、当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。 
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クラウドサービスのセキュリティ対策 
 
１ サーバ等の管理 

⑴ 機器の取付け 
サーバ等の機器の取付けを行う場合、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を

可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう適切に固定する等、必要な
措置を講じていること。 

⑵ サーバの冗長化 
可能な限り、情報システムのサーバを冗長化して同一データを保持する仕組みを構

築し、メインサーバに障害が発生した場合には速やかにセカンダリサーバを起動して
システムの運用停止時間を最小限にするよう、努めていること。 

 ⑶ 機器の電源 
ア サーバ等の機器の電源について、停電等による電源供給の停止に備え、当該機器が

適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備え付けている
こと。 

イ 落雷等による過電流に対して、サーバ等の機器を保護するための措置を講じてい
ること。 

 ⑷ 通信ケーブル等の配線 
ア 通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等を防止するために、配線収納管を使用す

る等必要な措置を講じていること。 
イ 主要な箇所の通信ケーブル及び電源ケーブルについて、損傷等があった場合、対応

していること。 
ウ ネットワーク接続口（ハブのポート等）を他者が容易に接続できない場所に設置す

る等適切に管理していること。 
エ 操作を認められた以外の者が配線を変更・追加できないように必要な措置を講じ

ていること。 
⑸ 機器の定期保守及び修理 

ア サーバ等の機器の定期保守を実施していること。 
イ 記憶装置を内蔵する機器を外部の事業者に修理させる場合、情報を消去した状態

で行わせていること。情報を消去できない場合、外部の事業者に故障を修理させるに
あたり、修理を委託する事業者との間で、守秘義務契約を締結するほか、秘密保持体
制の確認等を行っていること。 

⑹ 機器の廃棄等 
機器を廃棄、返却等をする場合、機器内部の記憶装置から、全ての情報を消去の上、

復元不可能な状態にする措置を講じていること。 
２ 管理区域(情報システム室等)の管理 

別紙３ 
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⑴ 情報システム室の構造等 
ア 情報システム室から外部に通ずるドアは必要最小限とし、施錠するとともに、可能

な限り監視機能・警報装置により、許可されていない立入りを防止できるよう努めて
いること。 

イ 情報システム室内の機器等に、転倒及び落下防止等の耐震対策、防火措置、防水措
置等を講じていること。 

ウ 情報システム室に配置する消火薬剤や消防用設備等が、機器等及び電磁的記録媒
体に影響を与えないようにしていること。 

 ⑵ 情報システム室の入退室管理等 
ア 情報システム室への入退室を許可された者のみに制限し、IC カード、指紋認証等

の生体認証や入退室管理簿の記載による入退室管理を行っていること 
イ 外部からの訪問者が情報システム室に入る場合には、必要に応じて立ち入り区域

を制限した上で、情報システム室への入退室を許可された職員が付き添うものとし、
外見上職員と区別できる措置を講じていること。 

ウ 情報システム室に当該情報システムに関連しないコンピュータ、モバイル端末、通
信回線装置、電磁的記録媒体等を持ち込ませないようにしていること。 

 ⑶ 機器等の搬入出 
情報システム室の機器等を搬入出する時は、職員を立ち会わせていること。 

３ 情報の通信経路のセキュリティ確保 
 ⑴ 本市のインターネット境界から情報システムまでの情報の通信経路において、情報

の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置を講じる
こと。 

 ⑵ 保守運用等を遠隔で行う場合、保守運用拠点と管理区域間での通信回線及び通信回
線装置の管理について、情報の盗聴、改ざん、誤った経路の通信、破壊等から保護する
ために必要な措置を講じること。 


